
最高裁秘書第280S号
③ P

令和4年9月21日

山中理司様

個人情報保護審査委員会
一

委員長高橋 滋

情報公開

答申書の写しについて（送付）

下記の諮問については、令禾ﾛ4年9月13日に答申 (令和4年度（最情）答申第

15号）をしたので、答申書の写しを送付します。

記

令和3年度(最情）諮問第58号諮問番号

、

(担当）秘書課文書開示第一係 電話OS (4233) 5249 (直通）



諮問日 ：令和4年3月28日 （令和3年度（最情）諮問第58号）

答申日 ：令和4年9月13日 （令和4年度（最情）答申第15号）

件名：外国法曹の接遇及び外国研修員の受入れに関する事項に関するマニュアル

その他の文書の一部不開示の判断に関する件

答 申 書

第1 委員会の結論

最高裁判所事務総局秘書課渉外第一係の所掌事務である、外国法曹の接遇及

び外国研修員の受入れに関する事項に関するマニュアル、事務処理要領その他

の文書（最新版)の開示の申出に対し、最高裁判所事務総長が、 「 「プロトコ

ール資料」 と題する文書」 （以下「本件対象文書」 という。 ）を対象文書とし

て特定し、その一部を不開示とした判断（以下「原判断」 という。 ）は、妥当

である。

第2 事案の概要

本件は、苦情申出人からの裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事

務の取扱要綱（以下「取扱要綱」 という。 ）記第2に定める開示の申出に対し、

最高裁判所事務総長が令和4年2月17日付けで原判断を行ったところ、取扱

要綱記第1 1の1に定める苦情が申し出られ、取扱要綱記第1 1の3 （令和4

年7月1日改正前の取扱要綱記第11の4）に定める諮問がされたものである。

第3 苦情申出人の主張の要旨

原判断において不開示とされた部分（以下「本件不開示部分」 という。 ）が

本当に行政機関の保有する情報の公開に関する法律（以下「法」 という。 ） 5

条1号及び6号に定める不開示情報に相当するかどうか不明であるし、閲覧の

みしか認められない部分があることの理由も不明である。

第4 最高裁判所事務総長の説明の要旨

1 苦情申出人は、本件不開示部分が法5条1号及び6号に定める不開示情報に

相当するかどうか不明である旨主張するが、本件不開示部分には、以下の情報
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が記載されているため、法5条各号に定める不開示情報に相当する。

(1) 法5条1号の情報について

本件対象文書には個人の氏名が記載されているが、 この情報は法5条1号

に定める個人識別情報に相当し、同号ただし書イからハまでに相当する事情

も認められない。

なお、個人の氏名のうち開示したものについては、同号ただし書イに相当

するから、開示した。

（2）法5条6号の情報について

ア本件対象文書には裁判所内で外国の高位法曹を応接することが予定され

ている部屋として最高裁判所の部屋の名称が記載されているが、 この情報

は庁舎管理及び警備上の要請から、高い秘密性が認められる。

よって、 この情報は、公にすることにより庁舎管理事務及び警備事務の

適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報に相当する。

イ本件対象文書には最高裁判所における外国法曹の招へい及び訪問時の席

次の過去例や席次に関する意見が記載されているが、諸外国に対する最高

裁判所の接遇の基準を公にすることにより、個別の案件に応じた具体的で

柔軟な調整が困難になるおそれがある。

よって、 この情報は、公にすることにより招へい事務及び受け入れ事務

の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報に相当する。 ‘

2 なお、苦情申出人は、閲覧のみしか認められない部分があることの理由が不

明である旨も主張しているが、同主張は原判断の当否に関する苦情には当たら

ない。

第5 調査審議の経過

当委員会は、本件諮問について、以下のとおり調査審議を行った。

①令和4年3月28日 諮問の受理

②同日 最高裁判所事務総長から理由説明書を収受
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③同年7月15日 本件対象文書の見分及び審議

④同年9月9日 。 審議

第6 委員会の判断の理由

1 見分の結果によれば、本件不開示部分には、個人の氏名、最高裁判所の部屋

の名称、最高裁判所における外国法曹の招へい及び訪問時の席次の過去例や席

次に関する意見が記載されていることが認められる。

(1) このうち、個人の氏名は、法5条1号に規定する個人識別情報に相当し、

同号ただし書イからハまでに相当する事情は認められない。

（2） 最高裁判所の部屋の名称は、見分の結果によれば、最高裁判所内で外国の

高位法曹を応接することが予定されている部屋として記載されていることが

認められる。上記見分の結果を踏まえれば、 この情報を公にすると、外国の

高位法曹を応接する際の当該法曹の所在等が明らかになり＄庁舎管理事務及

び警備事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるということができる。

したがって、 この情報は、法5条6号に規定する不開示情報に相当する。

（3） 最高裁判所における外国法曹の招へい及び訪問時の席次の過去例や席次に

関する意見は、席次という事柄の性質上、社会的地位の序列に従って定めら

れると考えられることから、 この情報を公にすると、諸外国に対する最高裁

判所の接遇の基準が明らかになり、接遇について個別の案件に応じた具体的

で柔軟な調整が困難になるおそれがあるといえる。 したがって、 この情報は、

外国法曹の招へい事務及び受け入れ事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ

があるということができるから、法5条6号に規定する不開示情報に相当す

る。

2 苦情申出人は、本件対象文書の開示の実施方法として、閲覧のみとされてい

る部分があることの理由が不明である旨も主張しているが、同主張は原半l1断の

当否に関するものではなく、上記の判断を左右するものではない。

3 以上のとおり、原判断については、本件不開示部分が法5条1号及び6号に
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規定する不開示情報に相当すると認められるから、妥当であると判断した6

情報公開・個人情報保護審査委員会
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